
令和７年度 役員報酬及び評議員報酬の変更について 

令和７年６月２１日に開催した第２３８回理事会において、令和７年度の役員報酬及び評議員報酬の

変更について、下記のとおり決議しました。 

令和７年６月２１日 

学校法人京都成安学園 理事会 

記 

１ 令和７年度の役員報酬の減額（年間総支給額に対する減額の割合） 

 ⑴ 理事長     ５０％ 

 ⑵ 専務理事    ４５％ 

 ⑶ 常務理事    ４０％ 

 ⑷ 業務執行理事  １５％ ※常務理事を除く 

⑸ 非業務執行理事 １０％

⑹ 監事 減額なし 

２ 令和７年度の評議員報酬の減額（年間総支給額に対する減額の割合） 

理事会陪席評議員報酬 １０％ 

３ 実施期間 

 令和７年７月支給分から令和８年３月支給分まで。 

以上 


